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第 2 次周南市地域づくり推進計画の構成（目次） 

基本施策 推進施策 具体的な取組 頁 

１.地域の特性に

応じた活力あるコミ

ュニティづくり 

(1)地域の夢プランの推進  

① 地域づくりの機運醸成 

② 夢プランの策定・実現支援 

③ 小さな拠点づくり・地域経営の体制づくりの支援 

P2 

~ 

P4 

(2)自治会活動の支援 
① 自治会集会所等の整備に対する支援 

② 自治会への加入促進 

(3)地域づくり推進体制の強化 

① 市民センター職員等の育成 

② 市民センター等の施設整備・改修 

③ 市民センター等を地域自らが管理・運営する 

ための体制づくりの支援 

２.多様な市民活

動が促進される環

境づくり 

(1)新たな市民活動の創出 
① コミュニティビジネス等の地域課題の解決等に 

つながる活動の支援 
P6 

(2)市民活動の支援の充実 
① 市民活動を広げるための機運醸成 

② 市民活動に参加しやすい環境づくり 

３.地域づくりの新

たな担い手づくり 

(1)地域づくりの新たな担い手や 

リーダー的な人材の発掘・育成 
① 新たな担い手の発掘・育成 

P8 

~ 

P9 

(2)地域づくりの担い手となる 

関係人口の創出・拡大 

① 関係人口を創出するきっかけづくり  

 （対象：中山間地域） 

② 関係人口を地域づくりに活かす仕組づくり 

 （対象：中山間地域） 

(3)大学や工業高等専門学校、高等

学校等との連携による地域づくり 
① 教育機関が地域づくりに関わる機会の創出 

 

第２次周南市地域づくり推進計画に関する評価について 

○ 評価方法 

・周南市地域づくり推進協議会委員が個別に推進施策及び具体的な取組が、基本施策に対して「有効

であるか」の評価を行い、その結果をもとに基本施策毎の評価を行った。 

 

○ 評価基準 

「A」・・・基本施策の達成に「非常に有効である」 

      （施策効果が発現しており、継続することが望ましい。） 

「B」・・・基本施策の達成に「有効である」 

      （今後、施策効果の発現が十分に期待できる。） 

「C」・・・基本施策の達成に「あまり有効とはいえない」 

      （今後、施策効果の発現があまり期待できない。取組みの部分的な見直しが必要である。） 

「D」・・・基本施策の達成に「有効とはいえない」 

      （施策効果の発現が全く期待できない。取組みの抜本的な見直しが必要である。） 

 

○ 評価後の対応 

・本会議の評価を踏まえて、施策等の見直しや改訂を検討します。    
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基本施策 １．地域の特性に応じた活力あるコミュニティづくり  （資料 2）補足説明資料 P2~6 

数値目標 単位 年度 R2 R3 R4 R5 R6 

① 夢プラン策定に向けた機運醸成に取り組んだ地区数（累計） 地区 
目標値 18 19 20 21 22 

実績値 18 19 20 20 21 

② 「地域の夢プラン」の策定数（累計） 団体 
目標値 18 18 19 19 20 

実績値 18 18 21 21 21 

③ 小さな拠点づくりに取り組む地区数（累計） 地区 
目標値 2 2 2 2 3 

実績値 2 2 2 2 2 

④ 市民センター等の運営を自ら行う地区数（累計） 地区 
目標値 2 2 3 4 5 

実績値 2 2 2 2 2 

⑤ 「地域の夢プラン」に基づくハード事業の実施件数（累計） 件 
目標値 7 8 8 9 10 

実績値 8 8 8 8 8 

 

推進施策 (1)地域の夢プランの推進 

・住民主体の地域づくりの機運醸成を図るとともに、「地域の夢プラン」 の策定やその実践活動に取り組む地域をきめ細かく支援します。  

・中山間地域においては、経営の視点を取り入れ身近な生活サービスの維持や、地域資源を活用して収入を確保する取組等を行う 

「小さな拠点づくり」 を推進するとともに、その取組を継続的に実践するための 「地域経営組織」 の設立に向けて、外部人材や国・

県等の助成制度を活用して、ソフト・ハードの両面から支援します。 

具体的な 

取組① 

 

R6 実績 

◇地域づくりの機運醸成 
・地域の夢プラン策定に向けた機運の醸成 
⇒勝間地区において夢プランの出前トークを開催した。（全 1 回

実施、参加者 6 名） 

⇒市民センター主事の企画・運営による市民を対象とした地域づく
り講演会を開催した。（全 2 回実施、参加者延べ 57 名） 

⇒地区コミュニティ関係者を対象とした地域創発会議（地域づくり
講習会）を開催した。（全１回実施、参加者 36 名） 

工程表 

R2 R3 R4 R5 R6 

     

具体的な 

取組② 

 

R6 実績 

◇夢プランの策定・実現支援 
・地域の夢プランの策定、実現に向けて取り組む地区に対する人
的・財政的支援 

⇒菊川地区、徳山小学校区、岐山地区、大河内地区の夢プラン
実現に向けた実践活動に対し、話し合いの場のコーディネートや
補助金の交付など人的・財政的な支援を行った。 
なお、人的支援にあたっては（公財）周南市ふるさと振興財団
との連携より、専門的かつ効果的な支援を行った。（各地区夢
プラン会議への出席、延べ 35 回参加） 

     

具体的な 

取組③ 

 

R6 実績 

◇小さな拠点づくり・地域経営の体制づくりの支援 
（対象：中山間地域） 
・日常生活に必要なサービスを享受できる仕組づくりや、コミュニティ
ビジネス等の取組の支援 
⇒大津島地区において運営している「生活支援サービスセンター：

しまさぽ」の仕組みの中で、島民が島にいながら散髪ができる出
張理美容サービスを試行 

・地域の課題解決に向けた取組を継続的に実践するための「地域
経営組織」の設立等の支援 

     

R6 
所管総括 

「地域の夢プランの推進」に向けて、個別具体的な取り組みにより、概ね目標値を達成できた。 

市民を対象とした「地域づくり講演会」や地区コミュニティ関係者を対象とした「地域創発会議」の開催を通じて、次世

代を担う若手人材の地域づくり活動への理解が深まるとともに、地域間連携が図られた。また、地域の現状や背景にあ

る課題を理解し、新しい価値創造の視点を学ぶことで、それぞれの地域に合った活動を考える力が身についている。 

夢プランの取り組みを契機に、地域内の新たなつながりや地域の元気創出、新たな担い手の発掘・育成につながってい

ることから、夢プラン未策定の地区に対して今後も積極的に情報発信等の働きかけを行っていく。 

小さな拠点づくり・地域経営の体制づくりに向けて、鹿野地区において地域の若手メンバーと伴走支援専門家との意見

交換会を開催し、再度機運を高めることなど、専門家からのアドバイスや提案を受けた。関係機関と協力して、今後も

継続して支援を行っていく。 

●小さな拠点づくり支援 

●地域経営の体制づくり支援 

●人的・財政的支援 

●支援内容の見直し 

●講座等の開催 
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推進施策 (2)自治会活動の支援 

・自治会組織の活動拠点である集会所等の整備等に対する支援を行うとともに、周南市自治会連合会や（一社）山口県宅建協

会周南支部との連携により自治会への加入促進を図ります。 

具体的な 

取組① 

 

R6 実績 

◇自治会集会所等の整備に対する支援 
・自治会集会所の建設や修繕、備品整備等への補助 
⇒自治会集会所等の整備を希望する自治会に対して補助金を

交付した。集会所の補修や、備品の設置など計 12 件に対応し
た。（うち 1 件は緊急対応） 

工程表 

R2 R3 R4 R5 R6 

     

具体的な 

取組② 

 

R6 実績 

◇自治会への加入促進 
・周南市自治会連合会、山口県宅建協会周南支部との連携によ
る新たな加入促進策の検討 

・市広報や転入窓口等での啓発や案内による加入促進 
⇒市の転入窓口・不動産業者や周南公立大学入学式・二十歳

の集いなどを通じて、幅広く自治会加入促進チラシの配布を行っ
た。また市広報紙、市 HP などの広報媒体を活用した自治会加
入促進の啓発活動を行った。 

⇒これまでの一般的な加入促進チラシに加え、若い世代向けの加
入促進チラシの作成を行った。 

・自治会活動の持続や発展に関する検討会の立ち上げ 
⇒自治会の持続と発展に向けて、自治会が抱える課題を共有し、

自治会のこれからの取組や市の支援等について検討を行った。 
（全１回実施） 

     

R6 
所管総括 

「自治会活動の支援」に向けて、自治会集会所等の計画的な整備に加え、臨時的な整備要望にも柔軟に対応する

ことで、自治会活動拠点の整備が促進され、住民自治の推進に寄与することができた。 

また、自治会に対する理解を深めてもらえるよう、市内への転入・転居者等への自治会加入促進チラシの配布、広報

媒体による周知活動を積極的に行ったが、社会構造の変化に伴い自治会加入率は依然として低下し続けている。

（R4:72.7％、R5:72.1％、R6:71.2％） 

このため、自治会アンケートの調査結果や自治会活動の持続と発展に向けた検討会議の提言を踏まえ、引き続き自

治会活動の支援に資する有効な取り組みについて検討していく。 

 

  

●自治会集会所等の整備支援 

●自治会加入促進施策の検討・啓発 
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推進施策 (3)地域づくり推進体制の強化 

・地域づくりのコーディネーター役を担う市民センター職員のスキルアップを図るとともに、地域づくりに関連する部署や（公財）周南市

ふるさと振興財団との連携を一層強化し、地域づくりの推進を図ります。 

・市民センターを行政とともに地域が参画して運営している地区においては、地域づくり推進担当課が主体となって市民センターや関

係部署との連携により、地域づくり活動を支援します。 

・地域づくり活動の拠点である市民センター等の計画的な整備や適切な維持・管理を行うとともに、より柔軟で幅広い活動が展開で

きるよう、地域の意向に応じて自らが管理・運営するための体制づくりを支援します。 

具体的な 

取組① 

 

R6 実績 

◇市民センター職員等の育成 
・コーディネーターとしてのスキルアップにつながる研修の実施 

・市民センター職員間の情報共有・意見交換の定期的な実施 
⇒「市民センター主事会」及び「地域づくり職員スキルアップ研修会」

を通じて、地域づくりに関わる職員の資質向上、関係者間の連
携強化を図った。（スキルアップ研修会 全4回実施、参加者延
べ 126 名） 

⇒市民を対象とした「地域づくり講演会」を市民センター主事が主
体となって開催することで、企画・調整力の向上を図った。 

（全 2 回実施、参加者延べ 57 名）（再掲） 

工程表 

R2 R3 R4 R5 R6 

   

 

  

具体的な 

取組② 

 

R6 実績 

◇市民センター等の施設整備・改修 
・和田地区及び菊川地区での施設整備の検討 
⇒和田支所・市民センター及び菊川支所・市民センターについて

は、新施設の整備に向けた地元協議を行った。 

・計画的な施設改修 
⇒５か所の市民センター（中央地区、今宿、周陽、大河内、須

金）について、施設の長寿命化を図るための設備改修を行っ
た。 

     

具体的な 

取組③ 

 

R6 実績 

◇市民センター等を地域自らが管理・運営するための体制づくりの支援 
・地域による施設運営の支援 
⇒地域団体による指定管理となっている大道理市民センター及び

桜木市民センターの運営支援を行った。 

・施設運営に向けた体制づくりの支援 
⇒市民センター職員と地域参画協議会に雇用された職員が共同

で運営する「地域参画型市民センター」について、運営支援を行
った。 

     

R6 
所管総括 

「地域づくり推進体制の強化」に向けて、市民センター職員等を対象とした「地域づくり職員スキルアップ研修会」を実

施することで、地域づくりに関わる職員に求められる役割について理解が深まるとともに、業務遂行に必要な知識や技術

の習得につながった。また、地域づくりの推進に取り組む関係者が連携することで、支援体制の強化につながっている。 

老朽化した市民センターについては計画的に整備・改修を進めており、令和 2 年に新たに整備した遠石市民センター、

長穂支所・市民センターは、利便性が向上したたことで稼働率が上昇し、地域の活性化につながっている。今後も、老

朽化した施設の整備・改修等を行うことで、住民の安心・安全を確保するとともに地域の活性化を図っていく。 

指定管理となっている大道理市民センター及び桜木市民センターについては、今後も地域の意向を反映したサービスを

実施し、総合的な地域づくりを推進していくために運営支援を行う。他の市民センターについても、地域団体による指定

管理化を目指し、情報共有や検討の場づくりをしていく。 

 

 

 

 

 

 

 

●長期修繕計画策定 

●市民センター職員等の育成 

●和田の施設整備、次期施設整備の検討 

●計画に基づく設備改修 

 

●長穂・遠石地区の施設整備 

●地域による施設運営の体制づくり支援 
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基本施策１．地域の特性に応じた活力あるコミュニティづくり 

に対する外部有識者からの評価 
（資料 2）補足説明資料 P2~6 

委員評価 
【地域の夢プランの推進】について 

停滞気味ではあるものの、概ね数値目標を達成しており、順調に取り組まれている。また、機運醸成や

体制強化等の取り組みを継続することで、夢プランに携わる関係者や職員の意識・スキルは着実に向上し

ていることから、基本施策の達成に「有効である」と評価する。 

今後も HP 等で進捗状況等の情報発信に努めていただきたい。 

【自治会活動の支援】について 

自治会への加入促進に向けて、自治会の必要性や加入のメリットをわかりやすく説明し、広く周知する

等、様々な世代が参加しやすい取り組みの支援を今後も継続することで、施策効果の発現につながるもの

と考える。 

【地域づくり推進体制の強化】について 

地域づくりの推進に取り組む関係者同士が連携し、協同することで、相乗効果が発揮され、施策効果の

発現に期待できることから、今後もこうした体制づくりの支援を継続していただきたい。 

また、災害が頻発している昨今においては、市民センター等の施設整備・改修は優先して進めるべきだと

考える。 

B 
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基本施策 ２．多様な市民活動が促進される環境づくり （資料 2）補足説明資料 P7~8 

数値目標 単位 年度 R2 R3 R4 R5 R6 

① コミュニティビジネス等の創出件数（累計） 件 
目標値 3 6 9 12 15 

実績値 1 ３ 5 5 5 

② 市民活動グループバンク登録団体数 団体 
目標値 290 300 310 320 330 

実績値 287 282 283 275 276 

③ 市民活動支援センターでの法人化支援件数（累計） 件 
目標値 1 2 3 4 5 

実績値 1 1 4 4 5 

 

推進施策 (1)新たな市民活動の創出 

・市民活動支援センターをプラットフォームとした、総合的な支援体制を整備し、コミュニティビジネスや新しい公共を担う事業など、地
域課題の解決につながる新たな市民活動の創出を図ります。 

・ＮＰＯ法人に対する支援体制の強化を図ります。 

具体的な 

取組① 

 

R6 実績 

◇コミュニティビジネス等の地域課題の解決等につながる活動の支援  
・コミュニティビジネス（CB）等の取組につながる機運の醸成 
・事業計画の立案や団体の立ち上げ等におけるプランニングやコー
ディネート 

・コミュニティビジネス等を支援するための基金などの新たな財政支
援制度の創設 

・NPO 法人への支援体制強化（認証事務の権限移譲受入れ、
相談体制強化） 

⇒NPO 法人の立ち上げに向けた相談対応を行うことで、新たな
NPO 法人の設立につながった。（１法人） 

工程表 

R2 R3 R4 R5 R6 

     

R6 
所管総括 

「新たな市民活動の創出」に向けて、市民活動支援センターをプラットフォームとした総合的な支援体制を整備し、個

別具体的な取組を行っているが、コミュニティビジネスについてはコロナ禍の活動制限の影響や仕組みづくりの難しさなども

あり、数値目標と実績値に乖離が生じているため、数値目標の見直しも含めた検討を行う。 

また、NPO 法人については支援体制の強化により、きめ細かな相談対応を行うことで、新規法人の設立につながってい
るが、担当職員の事務負担が大きく、今後より効率的な支援体制のあり方を検討していく必要がある。 

 

推進施策 (2)市民活動の支援の充実 

・市民活動支援センターにおいて、市民活動の意義や市民活動団体の活動内容等の情報を発信し、多くの市民や企業等の市民
活動に対する意識の醸成を図るとともに、活動資源となる資金、人材等に関する情報を収集し、インターネット等の広報媒体を通じ
て情報提供を行います。 

具体的な 

取組① 

 

R6 実績 

◇市民活動を広げるための機運醸成 
・市民活動に関する定期的な情報発信 
⇒HP や SNS を通じた情報発信、情報誌（活動情報４回、助成

金・イベント情報 12 回）の発行を行った。 
・多様なニーズに対応する市民活動講座の開催 
⇒市民活動講座を開催した。（全 11 回、参加者延べ 104 名） 

工程表 

R2 R3 R4 R5 R6 

     

具体的な 

取組② 

 

R6 実績 

◇市民活動に参加しやすい環境づくり 
・情報、資金、人材、活動場所などの活動資源に関する相談対応 
⇒市民活動支援センターにおいて、市民活動団体の相談に対応し

た。（延べ 59 件） 
新規市民活動登録団体：12 団体 

・登録団体の活動紹介 
⇒各種イベントの開催に合わせて、登録団体の紹介ブースを設置し

た。（全 6 回、延べ 39 団体） 

 

     

R6 
所管総括 

「市民活動の支援の充実」に向けて、HP や SNS 等を活用した市民活動に関する情報発信及び市民活動講座の

開催、各種イベントとのタイアップによる登録団体の活動紹介等を行うことで、市民活動の意義や市民活動団体の活

動内容を広く市民に周知することができ、新たな団体の創出、登録団体の運営支援や活性化につながっている。 

一方で、会員の減少や高齢化により運営継続が難しくなり解散となった団体も見受けられるため、今後は目的や活

動が類似している団体等の統廃合を指導して、組織力を強化する取組が必要である。 

●NPO 法人の認証事務等 

●新たな支援体制の構築 

●情報取集や相談対応、交流の場の創出 

●CB 等の創出、NPO 法人等の創業支援 

●情報発信や講座の開催 
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基本施策２．多様な市民活動が促進される環境づくり 

に対する外部有識者からの評価 
（資料 2）補足説明資料 P7~8 

委員評価 
【新たな市民活動の創出】について 

コミュニティビジネス等の創出については、地道に取り組みながら成果を上げることが重要である。 

今後もきめ細やかな情報発信や情報提供、勉強会やワークショップなどを開催し、機運醸成に努めていくこと

で施策効果の発現につながるものと評価する。 

 

【市民活動の支援の充実】について 

市民に分かりやすい情報発信を継続的に行うことで施策効果の発現につながるものと考える。 

今後も HP 等で細やかな情報発信を継続していただきたい。 

また、市民活動支援センターが開催する「オープントーク」は、団体が市民に対して活動発表を行うことで、活

動を継続するための目的や存在意義などの確認の場にもなるため、基本施策の達成に「有効である」と評価す

る。 

今後も継続的に開催して、市民活動に参加しやすい環境づくりに努めていただきたい。 

B 
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基本施策 ３．地域づくりの新たな担い手づくり （資料 2）補足説明資料 P9~11 

数値目標 単位 年度 R2 R3 R4 R5 R6 

① 
「地域の夢プラン」等の取組により、発掘・育成されたリーダー的な

人材の数（累計） 
人 

目標値 3 6 10 14 18 

実績値 6 15 24 28 33 

② 
中山間地域において、関係人口により組織された地域の担い手と

なる団体数（累計） 
団体 

目標値 3 4 5 6 7 

実績値 2 2 2 2 2 

③ 
地域と教育機関が連携して地域づくりに関わった地区数（累

計） 
地区 

目標値 4 8 12 16 20 

実績値 6 8 10 15 19 

 

推進施策 (1)地域づくりの新たな担い手やリーダー的な人材の発掘・育成 

・「地域の夢プラン」 の取組を支援する中で、これまで地域づくりに関わりが薄かった住民の参画を促進します。 

・地域づくりに関わっている住民の中から、全体のまとめ役となるリーダーだけでなく、得意分野で活動を牽引できるリーダー的な人材の

発掘・育成を推進するとともに、こうした人材が協力して地域コミュニティ組織等の運営や活動を行うことができる体制づくりを支援し

ます。 

・市民や若い世代を対象とした市民活動の啓発や機運の醸成につながる講座等を実施するなど新たな担い手の確保と育成を図ります。  

具体的な 

取組① 

 

R6 実績 

◇新たな担い手の発掘・育成 
・「地域の夢プラン」の策定・実現に向けた取組を進める中で、これま
で地域づくりに関わりの薄かった人材の発掘・育成 

⇒「地域の夢プラン」などの地域活動を実践する中で、各地区で新
たな担い手や、リーダー的人材が発掘・育成されている。（5 名） 

・市民活動講座や交流会の開催による、人材の発掘・育成 
⇒市民を対象とした「地域づくり講演会」を開催した。（全 2 回、延
べ 5７名）（再掲） 

・若者向けの勉強会や交流会の開催による人材の発掘・育成（ふ
るさと振興財団） 

⇒若者参画事業（地域活動に関わる 50 代前半までの方を対象
とした交流会）を開催した。（全１回、28 名） 

・ネットワーク構築や実践者同士の報告・対話の場（地域創発会
議等）の開催による、 リーダー的な人材の育成 

⇒地域創発会議において地区コミュニティ関係者を対象とした「地
域づくり講習会」を開催した。（全１回、36 名）（再掲） 

工程表 

R2 R3 R4 R5 R6 

     

R6 所管総括 

「地域づくりの新たな担い手やリーダー的な人材の発掘・育成」に向けて、地域の夢プランの策定・実践活動に取

り組む地区においては、地域の特性を生かした取り組みを通じて新たな人材の発掘・育成につながっており、一定

の成果がみられている。 

一方で、人口減少、リーダーの高齢化や担い手不足などから、夢プランに取り組みたいが取り組めない地域がみ

られることから、地域おこし協力隊の活用も含め、若い世代を対象とした勉強会・交流会や地域創発会議による

ネットワーク構築の取り組みをさらに推し進め、新たな人材の発掘・育成に向けた取り組みを強化していく必要があ

る。 

 

  

●夢プランを通じた担い手づくり 

●講座、研修、交流会等を通じた担い手づくり 
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推進施策 (2)地域づくりの担い手となる関係人口の創出・拡大 

・中山間地域において、出身地などの愛着のある地域に多様な形で関わる 「関係人口」 を、地域づくりの新たな担い手として活かす

仕組づくりを推進します。 

具体的な 

取組① 

 

R6 実績 

◇関係人口を創出するきっかけづくり（対象：中山間地域） 
・地域との関わりを深める体験滞在型の交流活動などを支援 

・地域づくりに関わる機会の提供 
⇒関係人口を創出するきっかけとして、地域資源を活用した体験

交流メニューをまとめ、体験型教育旅行の誘致活動を行ったが、
現状の受け入れ体制では誘致が難しいことが明らかになった。 

工程表 

R2 R3 R4 R5 R6 

     

具体的な 

取組② 

 

R6 実績 

◇関係人口を地域づくりに活かす仕組づくり（対象：中山間地域）  
・出身者の会やファンクラブ、サポーターの会など地域の担い手となる
組織づくりを支援 

・関係人口が継続的に地域づくりに関わる仕組づくりを支援 
⇒大津島地区では、県外の大学生や出身者の会が地域住民と連

携して地域づくり活動に参画するなど、継続的に関係人口を活か
した地域づくり活動に取り組んでいる。 

     

R6 所管総括 

【◇関係人口を創出するきっかけづくり（対象：中山間地域）】 

【◇関係人口を地域づくりに活かす仕組づくり（対象：中山間地域）】 

関係人口で組織された地域の担い手となる団体については、新たな設立につながらなかった。団体の設立が地

域にとってハードルが高い状況を鑑み、関係人口により組織された団体づくりから、近隣市内外の個人を対象とし

た関係人口の創出を市で支援することで、地域の実情に応じた新たな担い手の増加へと繋げていきたい。  

 

推進施策 (3)大学や工業高等専門学校、高等学校等との連携による地域づくり 

・大学や工業高等専門学校、高等学校等の教育機関との連携を更に強化し、地域づくりに関わる学生の発掘・育成を図ります。 

具体的な 

取組① 

 

R6 実績 

◇教育機関が地域づくりに関わる機会の創出 
・地域コミュニティなどの市民活動団体や企業等とのマッチング 
⇒教育機関が立地している地区や中山間地域において、教育機

関と地域団体等の連携が活発に行われた。（全 3 地区、延べ
4 回実施） 

・学生と地域づくりに係る団体や個人との情報交換や交流・連携を
図る場の提供 

⇒市と教育機関のとの連携による取り組み。 （全 4 校、延べ 10
回実施） 

工程表 

R2 R3 R4 R5 R6 

     

R6 所管総括 

「大学や工業高等専門学校、高等学校等との連携による地域づくり」に向けて、教育機関では地域と連携した

教育を推進しており、地域団体からの要請に対し積極的に取り組まれ、児童・生徒・学生の地域づくりの意識啓

発につながっている。 

一方で、地域ではリーダーの高齢化、担い手不足の問題が深刻化していることから、引き続き次世代の地域づ

くりの担い手となる、児童・生徒・学生に多様な地域づくりの体験を提供できるよう、教育機関と地域のニーズを把

握し、的確なマッチングを図っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●教育機関とコミュニティのニーズ把握、マッチング 

●情報交換や交流・連携の場の提供 

●体験交流活動の実施支援、活動の情報発信 

●組織の設立・活動の支援 

●関係人口を受入れる地域の体制づくり支援 
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基本施策３．地域づくりの新たな担い手づくり 

に対する外部有識者からの評価 
（資料 2）補足説明資料 P9~11 

委員評価 
【地域づくりの新たな担い手やリーダー的な人材の発掘・育成】について 

数値目標を達成しており、順調に取り組まれている。地域づくりに理解ある方たちが継続して地域に関わ

ることで、更なる地域活性化が期待できることから、基本施策の達成に「有効である」と評価する。 

今後も新たな担い手が活躍できる場を用意するなど、楽しく積極的に関わっていける環境を整えること

で、将来的に地域のリーダーになってもらえるように後押しをしていただきたい。 

 

【地域づくりの担い手となる関係人口の創出・拡大】について 

関係人口の創出・拡大については、複数の要因が関与するため、成果が表れるには一定の時間が必要

である。地域の企業や団体、教育機関との連携を強化することも良いと思われる。 

また、事業促進には受け入れる側の意識が大きく影響してくるため、関係人口の必要性や活用の意義

などの理解を深める取り組みを行うことで、施策効果の発現につながるものと考える。 

 

【大学や工業高等専門学校、高等学校等との連携による地域づくり】について 

大学や高等学校等の地域連携については、積極的に進めているところであり、地域や学校のニーズを結

びつけていくチャンスである。 

学生が地域に愛着を感じることで、地域づくりの新たな担い手の発掘・育成につながることから、基本施

策の達成に「有効である」と評価する。 

今後も大学や高等学校等との連携を継続し、拡大していただきたい。 

B 

 


